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１．地域活動応援制度について 
 

市川市では、地域において、様々な地域福祉活動が実施されており、 

 
活動する場所・集える場所・支える人など、地域福祉活動には必要

とされていることも多くあります。 
 
 
一方で、地域との交流など、様々な形で地域貢献活動をされている

団体・企業・個人の方がいらっしゃいます。  

 
 

この様な地域福祉活動と地域貢献活動をつなぐことで、お互いに
顔のみえる活動となるよう応援をしたい、そんな考えからこの制度
を立ち上げました。 

 
まずは、課題のひとつである「活動場所」について双方をおつなぎ

します。団体・企業・個人からの「活動場所を提供できる」という情
報をとりまとめ、地域福祉活動を行う地域団体へ提供（市公式 Web
サイトへの公開含む）させていただきます。 
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２．どんな方が提供してくれるの？ 
  

以下の要件を満たしているかについて、市が確認を行い、
提供者として紹介させていただきます。 

 

 
※1：年間を通して かつ 1 回 2 時間以上 
※2：設定する場合は部屋ごとに公民館使用料と同程度(例：1 時間 500 円以下程度) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

市川市内に住所を有する個人

または、市川市内にある団体もしくは企業

地域福祉活動を実施できる

十分な広さを有する場所を市内に有すること

地域団体に長期継続的(※1)かつ無償

または定額(※2)で場所を提供できること
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３．利用側にも決めごとはあるの？ 
（１） どんな活動であれば利用できるの？ 

 
 ※以下の場合の場所利用はお断りしています 
  ・営利を目的とした使用 
  ・特定の政党、特定の宗教の利害の関することやその支援のための使用 
  ・公の秩序を乱す恐れがあるとき 
  ・暴力団の利益になる行為 
  ・そのほか、支障があると認められる場合(近隣等へ迷惑を及ぼすもの等) 

（２） 活動団体（地域団体）には制限があるの？ 

※以下の団体が利用できます。 

市川市内の地区社会福祉協議会

市川市内の自治町会

市川市認知症カフェ登録事業所

市川市地域介護予防支援事業実施団体

（市川みんなで体操実施団体）

茶話会 
会 食 

体 操 運 動 

レク 
リエー
ション 

健康 

相談 

介護 

相談 趣味 

活動 

など… 
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４．全体の流れはどうなっているの？ 

 

① 提供者が活動場所を提供できる旨、市川市へ申請 

② 市が提供いただける場所を市公式 Web サイト等で周知 

③ 地域団体が市に対し、利用について相談 

④ 市が地域団体に対し、場所を紹介 

⑤ 市が提供者に対し、利用に関する相談がある旨を連絡 

⑥ 地域団体が提供者に対し、利用申請 

⑦ 提供者が地域団体に対し、利用可否について連絡 

⑧ 地域団体が活動場所を利用 

⑨ 提供者が市に対し、実績を報告 

団体・企業・個人 

提供先の団体 市 川 市 

① 

②、④ 

③ 

⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 
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５．実際の手続きはどうするの？ 
① 提供者が活動場所を提供できる旨、市川市へ申請 

提供者からの申請を、市川市が受け付け、要件を満たしているかに
ついて確認いたします。 
 
② 市が提供いただける場所を市公式 Web サイト等で周知 
 市は、①で要件を満たしていることが確認出来次第、市公式 Web
サイト等へ、提供場所の情報を公開いたします。 
 公開種別は「（１）提供いただける活動場所の一覧」 

「（２）提供者の情報」       の 2 種類です。 
 
（１）提供いただける活動場所の一覧 
 公開内容としては、つぎのとおりです。 
 ・住所、提供者の種別（法人、株式会社、個人宅など） 
 ・場所の特徴、利用料、広さ、使用可能日時、設備、備品 
 ※原則、法人名や企業名、個人名、連絡先などは掲載いたしません。 
 
▼市公式 Web サイトの公開イメージ 

 
 
（２）提供者の情報 

活動場所の一覧に掲載された提供者のうち、「提供者の情報」を公
開（紹介）することを希望される場合に掲載させていただくものです。 
 
▼市公式 Web サイトの公開イメージ 
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③ 地域団体が市に対し、利用について相談 

市公式 Web サイト等の情報等により、地域団体が利用に関心を
もたれた場合、市が相談を受け付けますので、ご連絡いただきます
ようお願いいたします。 

 
【お問い合わせ先 】 
 〒272-0026 
 市川市東大和田 1-2-10 分庁舎 C 棟 2 階 

市川市役所 福祉部 地域支えあい課 地域活動応援制度担当 
☎：047-712-8518 

 

④ 市が地域団体に対し、場所を紹介 

 相談を受けた場合、市は活動場所の提供者についての情報（連絡
先など）を地域団体の皆様へお伝えいたします。 
 

⑤ 市が提供者に対し、利用に関する相談がある旨を連絡 
 地域団体から相談を受け、連絡先をお伝えしたことを、市から提
供者に対して連絡いたします。 
 地域団体の皆様におかれましては、利用に関する質疑がある場合
には、提供者へご連絡をお願いいたします。 
 

⑥ 地域団体が提供者に対し、利用申請 
 地域団体の皆様が、実際に活動場所を利用したい場合には、提供
者が用意する「活動場所を貸し出す際の使用申込書(任意様式)」を
使用し、提供者へ提出することで利用申請を行うようお願いいたし
ます。 
 ※任意様式については、市が事前に提供者からいただいた雛形を

地域団体へ提供する場合と、提供者から地域団体の皆様へ直接
提供していただく場合が想定されます。連絡調整をするなかで
適宜対応させていただきます。 
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⑦ 提供者が地域団体に対し、利用可否について連絡 
提供者からの地域団体に対し、利用の可否について回答をいたし

ます。 
 回答につきましては、利用申請当日の場合や後日になる場合も想
定されますことをご承知おきください。 
 

⑧ 地域団体が活動場所を利用 
 利用可の場合、利用申込書の記載内容に沿って活動のために場所
を利用することが出来ます。 
 利用申込書や、提供先の指示等にしたがってご利用いただきます
ようお願いいたします。 
 

⑨ 提供者が市に対し、実績を報告 
 本市として、利用状況の把握をさせていただくために、提供者か
ら実績の報告をしていただきます。 
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６．様式等の記載例について 
活動場所を貸し出す際の利用申込書の雛形(任意様式①) 
※利用申込書については、各提供者が作成する様式の場合もござい

ます。その場合は、その様式を使用してくだい。 
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平成 3１年３月２９日 作成 市川市 福祉部 
 

 お問い合わせ先 
〒272-0026 

  市川市東大和田 1-2-10 分庁舎 C 棟 2 階 
市川市役所 福祉部 地域支えあい課 地域活動応援制度担当 
メールアドレス：chiikisasaeai@city.ichikawa.lg.jp 
電 話 番 号：047-712-8518 
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